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経済産業大臣 殿 

 
電力・ガス取引監視等委員会委員長 

 
小売電気事業を営もうとする者の登録について（回答） 

 
平成３０年６月７日付け２０１８０６０６資第８号、平成３０年８月１３日

付け２０１８０８０１資第５号、平成３０年９月２１日付け２０１８０９０３

資第２号、平成３０年９月２７日付け２０１８０９２１資第１９号、平成３０年

１０月３０日付け２０１８１０１５資第１１号及び平成３０年１１月１４日付

け２０１８１１０８資第２号により、貴職から当委員会に意見を求められた小

売電気事業を営もうとする者について審査を行ったところ、別添の小売電気事

業を営もうとする者については、いずれも「電気事業法に基づく経済産業大臣の

処分に係る審査基準等」（平成１２・０５・２９資第１６号。その後の一部改正

を含みます。）第１（１）②に該当する事実は認められませんでした。 
ただし、貴職におかれましては、別添の小売電気事業を営もうとする者の登録

に当たっては、下記の条件を付すようお願いいたします。また、下記の条件によ

り貴職に報告があった場合には、当委員会に報告していただくようお願いいた

します。 
 

記 
 

申請書に添付された書類に記載された内容のうち、小売供給に関する契約の

締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者の有無、小売供給の相手方からの

苦情及び問合せの方法その他の事項について、今後、重要な変更が生じた場合に

は、遅滞なく貴職へ報告すること。  



 

 

（別添） 
 
（小売電気事業を営もうとする者） 
・合同会社ブライト 法人番号 7190003002596 
・新日本瓦斯株式会社 法人番号 2030001062019 
・福島フェニックス電力株式会社 法人番号 6010001163005 
・株式会社 ONODERA DENRYOKU 法人番号 1010001194054 
・株式会社美作国電力 法人番号 1260001032263 
・エア・ウォーター株式会社 法人番号 1430001009475 
・株式会社サンジュニア 法人番号 4100001005892 
 
 


